
Ⅰ. 安全サービス事業 

 

１．旅客サービス向上と税務及び交通安全講習会の開催 

   堺市産業振興センター及び大阪国際交流センターにて開催しました。 

① 開 催 日 令和５年１０月 ５日 

     開催場所  堺市産業振興センター イベントホール 

       講  師 近畿運輸局 大阪運輸支局 

          大阪府警察本部交通部交通総務課 

          堺税務署 

          公益財団法人大阪タクシーセンター 

出 席 者 ４８５名 

    ② 開 催 日  令和５年１０月１２日 

      開催場所 大阪国際交流センター 大ホール 

     講    師 近畿運輸局 大阪運輸支局 

          大阪府警察本部交通部交通総務課 

          東税務署 

          公益財団法人大阪タクシーセンター 

      出 席 者  ９０２名 

 

２．街頭指導の実施 

   近畿運輸局、公益財団法人大阪タクシーセンター（以下「タクシーセンタ

ー」という。）、業界団体が中心となり北新地地区、南地地区を重点的に街頭

指導を展開しました。 

  （１）タクシー業界における輸送秩序の確立について 

     違法行為や違法駐車が増加する中、大阪の全てのタクシー事業者で 

     構成する輸送秩序確立連絡協議会（一水会）に参加しました。 

     一水会の開催日は次の通りです。 

       令和５年 ５月１０日 

            ６月 ７日 

７月 ５日 

９月 ６日 

           １０月 ４日 

           １１月 ８日 

           １２月 ６日 

       令和６年 ２月 ８日 

令和６年度事業報告 

yamashita
長方形



            ３月 ６日 

            ４月１０日 

 

  （２）「自主街頭指導に係る検討会」への参画 

     タクシーセンター及び業界団体での自主街頭指導に参加し、検討会

にも出席しました。 

       令和５年 ５月１０日 

            ６月 ６日 

            ９月 ６日 

１０月 ４日 

           １１月 ８日 

１２月 ６日 

令和６年 ２月 ８日 

     ３月 ６日 

４月１０日 

 

     令和５年７月は中止となりました。 

             

  （３）タクシー乗場の改善 

     タクシー乗場及びその周辺の管理運営は、タクシーセンターが実施

しています。令和６年４月現在のタクシー乗場は２２６ヵ所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．運賃問題の研究 

令和５年より運賃改定がありましたが、現在おおむね８割の事業者が上 

限を選択しています。現在の個人タクシーの運賃は次の通りです。 

 

４．JR 新大阪駅におけるタクシー車両流入対策会議の開催 

   従前より、新大阪駅緩和のため金曜日と土曜日に入構制限を行ってきま

したが、利用客が増えてきたため、会議を開催し制限を解除しました。 

    令和５年 ７月 ５日   

令和６年 １月２６日 

 

５．JR 新大阪駅における乗場会議 

  タクシーセンターの案内人廃止に伴い、利用客の待ち時間の増加に伴 

い苦情が増えてきたので、タクシーセンター、大阪タクシー協会と合同

で金、土、日及び繁忙期に設置することとなりました。 

令和５年１１月１７日に会議が行われました。 

 

６．「大阪府無事故・無違反チャレンジコンテスト」への協力 

   大阪府警察本部と一般財団法人大阪府交通安全協会に協力しました。 

コンテスト表彰式および、幹事会にも出席しました。 

令和５年 ５月（書面）理事会 

８月２４日 コンテスト表彰式 

（１）チャレンジコンテスト実行会 幹事会 

開 催 日 令和６年 ４月２５日 

初乗運賃 現在

運賃の種類 1.3㌔ 短縮 1.3㌔ 短縮 1.3㌔ 短縮

上限運賃 26 14 73 13 1,386 358 1,870 88%

B運賃 1 4 1 10 4 20 1%

C運賃 1 1 53 10 12 2 79 4%

D運賃 12 4 1 8 1 26 1%

E運賃 1 1 3 5 0%

F運賃 39 15 2 16 3 75 3.5%

下限運賃 1 16 37 54 2.5%

2,129 100%

割合

116 157 1,856

協会加入事業者 2,129名

令和6年4月30日

特大 大型車 普通車

合計人数



         開催場所 プリムローズ大阪  

 

７．近畿運輸局及び大阪運輸支局との意思の疎通並びに事業に関する陳情運動 

   近畿運輸局及び大阪運輸支局に出向き行政との連携を密にしました。 

  

８．タクシー利用券の取扱い 

   タクシー利用券の取扱いは次の通りです。 

 

取扱金額（円） 取扱件数 取扱金額（円） 取扱件数 取扱金額 取扱件数

(一社)大阪タクシー協会 137,610         27                 128,990         30                 106.7% 90.0%

大阪タクシー共通
乗車券運営協議会

4,460,000 8,920 5,143,500 10,287 86.7% 86.7%

合　　　計 4,597,610 8,947 5,272,490 10,317 87.2% 86.7%

重度障がい者・知的障がい者福祉タクシー利用券

令和５年度 令和４年度
取扱件数 取扱件数

大阪市 19,625 23,158 84.7%

大阪市子育て支援 1,081 61 1772.1%

※　柏原市 9 9 100.0%

堺　 市 5,664 6,564 86.3%

吹田市 3,072 3,552 86.5%

茨木市 2,980 2,863 104.1%

高槻市 1,506 1,432 105.2%

摂津市 90 117 76.9%

八尾市 1,135 1,362 83.3%

吹田市クーポン 459 519 88.4%

八尾市ワクチン接種券 0 104 0.0%

合　 計 35,621 39,741 89.6%

※柏原市は営業区域ではありませんが、市の意向により福祉タクシー利用券の取扱をしております。

前年比（％）

発行者 前年比（％）

発　行　者
令和５年度 令和４年度



Ⅱ．教育広報活動事業 

１．近畿運輸局における譲渡譲受筆記試験 

   次の通り実施されました。 

・ 令和５年 ７月１８日 

・ 令和５年１１月２７日（新規許可含む） 

・ 令和６年 ３月１９日 

 

２．譲渡譲受認可率の向上 

（１）申請後試験の譲渡譲受認可は、次のとおりです。 

 

（２）事前試験合格者の譲渡譲受認可は、次のとおりです。 

 

（３）本年度は、新規許可が７名枠ありましたが１０名の申請があり、抽選の結

果７名が許可されました。 

 

３．認可書授与及び事業開始説明会の開催 

事前試験制度は、譲渡譲受申請月によって月に１回認可されます。そ

の都度、認可書の授与と個人タクシーとしての心構えと基礎的な知識及

び業界団体の実態と役割について説明しました。 

・開 催 日  令和５年５月 ２日 

開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

受 講 者  １３人 

・開 催 日  令和５年６月 ６日 

開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

受 講 者  １２人 

・開 催 日  令和５年６月２９日 

開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

受 講 者  １０人 

・開 催 日  令和５年７月２６日 

区分 申請 認可 率（％） 申請 認可 率（％） 申請 認可 率（％）

大阪 申請後 - - - 5 5 100 11 11 100

北摂 申請後 - - - - - - - - -

令和5年6月運輸局発表 令和5年10月運輸局発表 令和6年2月運輸局発表

区域

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 合計

大阪 12 9 5 2 1 15 4 3 4 10 11 7 83

北摂 0 1 0 0 2 3 0 0 1 1 1 0 9

令和５年５月～６年４月　 近 畿 運 輸 局 認 可

区域



     開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

     受 講 者  ５人 

・開 催 日  令和５年 ８月２２日 

     開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

     受 講 者  ２人 

・開 催 日  令和５年 ９月２７日 

     開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

     受 講 者  ３人 

・開 催 日  令和５年１１月 ６日 

     開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

     受 講 者  ２１人 

・開 催 日  令和５年１１月２８日 

     開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

     受 講 者  ４人 

・開 催 日  令和６年 １月１０日 

     開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

     受 講 者  ３人 

・開 催 日  令和６年 ２月 ８日 

     開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

     受 講 者  ５人 

・開 催 日  令和６年 ３月 ５日 

     開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

     受 講 者  ２８人 

・開 催 日  令和６年 ４月 ４日 

     開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

     受 講 者  １２人 

・開 催 日  令和６年 ４月３０日 

 開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

 受 講 者  ７名 

 

４．更新研修会の開催 

   公示により研修が義務付けされている更新期限が１年とされた事業者を 

  対象に次の通り開催しました。（未加入者含む） 

（１）開 催 日  令和５年 ７月 ７日 

     開催場所  エル・おおさか 南館７階 南７３４ 

要研修者  ４月更新者３３６人に対し、５５人（16.4％） 



           ※前回欠席者３人を含めた要研修者は５８人 

     欠 席 者  ８人 

     受 講 者  ５０人（86.2％） 

     講  師  大阪府警察本部交通部交通総務課安全指導第一係長 

近畿運輸局大阪運輸支局タクシー担当官 

近畿個人タクシー経営者学校 

  （２）開 催 日  令和５年 ９月２９日 

     開催場所  エル・おおさか 本館６階 ６０６ 

要研修者  ８月更新者２９９人に対し、７４人（24.7％） 

           ※前回欠席者４人を含めた要研修者は７８人 

     欠 席 者  １２人 

     受 講 者  ６６人（84.6％） 

     講  師  大阪府警察本部交通部交通総務課安全指導第一係長 

           近畿運輸局大阪運輸支局タクシー担当官 

           近畿個人タクシー経営者学校 

  （３）開 催 日  令和６年２月１３日 

     開催場所  エル・おおさか 本館６階６０６ 

要研修者  １２月更新者３０８人に対し、６８人（22.1％） 

           ※前回欠席者１０人を含めた要研修者は７８人 

     欠 席 者  １４人 

     受 講 者  ６４人（82.1％） 

     講  師  大阪府警察本部交通部交通総務課安全指導第一係長 

近畿運輸局大阪運輸支局タクシー担当官 

近畿個人タクシー経営者学校 

 

５．優良事業者の推薦と表彰（敬称略） 

 （１）優良個人タクシー事業者支局長表彰 

     下記の１６名の方が受賞されました。 

開 催 日 令和６年２月２７日 

開催場所 大阪運輸支局 ２階 会議室 

      受 賞 者  １６人 

            全大阪個人タクシー協同組合   １４人 

            大阪個人タクシー連合会      ２人        

（２）タクシーセンターにおける「優良運転者表彰」 

利用者より善行があった旨の感謝の意志が寄せられた無事故無違 

反の事業者に贈られました。下記の４名の方が受賞されました。 



開 催 日 令和６年４月２３日 

開催場所 プリムローズ大阪 

      受 賞 者  今泉 秀 （全大阪・東大阪淀川） 

 三輪 毅 （全大阪・中津・守口） 

髙橋 栄次（連合会） 

谷田 猛 （連合会） 

６．一般社団法人全国個人タクシー協会（以下「全個協」という。）の実施す 

  るマスターズ制度の広報及び中核リーダー研修会の協力 

   全個協近畿支部が開催する行事や研修会に協力しました。 

 （１）個人タクシーの日 

     １２月１日「利用者感謝の日」及び１２月３日「個人タクシーの 

日」にちなみ、ばんそうこう・ポケットティッシュを通行人に配布

し、個人タクシー及びマスターズの PR活動を行いました。 

 （２）中核リーダー研修会 

     全個協の推進する「個人タクシー中期取組計画」に積極的に取組ん 

     で頂く中核リーダーの養成を目的とした研修会を開催しました。 

開 催 日   令和５年１２月４日 

開 催 場 所   ホテルプリムローズ大阪 

新規中核リーダー   １２人 

 

７．全個協の安全運行指導員の養成 

   全個協が推進する安全運行指導員制度実施から１６年余りが経過し、現 

  在１２人の安全運行指導員が活躍しています。 

 

８．行政及び関係団体との連絡協調 

   行政及び関係団体主催の会議で、当協会に出席依頼のある、または事業 

に参考となる会議には積極的に出席し、ことあるごとに個人タクシーの地 

位向上に努めました。 

  （１）自動車関係団体と親睦を図るため大阪運輸支局にて開催されている

二木会に出席し、個人タクシーの現状と関係団体の現状を意見交換

しました。 

     令和５年 ５月１１日 

          ６月 ６日 

７月１３日 

９月１４日 

１０月１２日 



         １１月 ９日  

     令和６年 １月１７日  

２月 ８日 

          ３月１４日 

          ４月１１日 

（２）大阪市 

    大阪市、平野区、生野区、北区及び福島区において、AI オンデマ

ンドタクシーを運行するにあたって、当協会は積極的に反対の立

場で会議に出席しました。 

   令和５年 ７月 ６日 大阪市地域公共交通会議 

令和５年 ９月１２日 大阪市地域公共交通会議 

令和６年 １月２６日 大阪市地域公共交通会議 

（３）大阪府 

    令和７年４月１３日から開催される２０２５年日本国際博覧会

（略称、大阪・関西万博）に協力するため次の会議に出席しまし

た。 

   令和５年１０月２４日 大阪・関西万博 夢洲会場タクシー運用ル 

―ル検討会（第１回） 

令和５年１１月１６日 大阪府・大阪市ライドシェア有識者会議 

   令和６年 １月１１日 大阪・関西万博 舞洲会場タクシー運用ル 

ール検討会（第２回） 

令和６年 ２月 ６日 大阪・関西万博 舞洲会場タクシー運用ル 

ール検討会 

令和６年 ４月２３日 大阪・関西万博 舞洲会場タクシー運用ル 

ール検討会 

（４）大阪府警察本部 

   大阪府警察本部と密接な関係を保ち、各種情報を個人タクシー事業 

者にお知らせするため、次の会議に出席しました。 

大阪府交通対策協議会 

令和６年 １月２６日 大阪府交通対策協議会年頭会議 

 大阪府自動車事故防止実行会  

令和５年 ７月１０日 定時総会 

  （５）大阪タクシーセンター  

     令和５年 ６月 ２日 適正化事業諮問委員会 

登録諮問委員会 

          ６月 ５日 理事会 



          ６月（書面）優良事業者等評価委員会 

          ６月２７日 評議員会  

７月（書面）理事会 

８月２８日 優良事業者等評価委員会 

         １１月３０日 理事会 

         １２月１５日 評議員会 

１２月（書面）理事会 

１２月（書面）登録諮問委員会 

     令和６年 ２月２６日 適正化事業諮問委員会 

                登録諮問委員会 

３月 ７日 理事会 

３月１１日 評議員会 

  

  （６）一般社団法人大阪自動車会議所 

     自動車関係団体との情報交換のため、次の会議に出席し個人タ 

     クシーの地位向上を図りました。 

     令和５年 ５月１８日 理事会 

  ６月２２日 定時社員総会 

令和６年 １月１１日 年賀交歓会 

３月 １日 人権問題研修会 

３月１９日 理事会 

（７）その他の会議に出席し個人タクシー業界の向上を図りました。 

令和５年 ６月１９日 大阪タクシー共通乗車券運営協議会 

会計監査  

６月２０日 堺市地域公共交通会議 

７月 ５日 新大阪駅におけるタクシー流入対策会議 

７月１３日 堺市地域公共交通会議 

令和６年 １月２６日 新大阪駅におけるタクシー流入対策会議 

令和５年 ８月２８日 関西国際空港タクシー運営協議会理事会 

１０月１１日 関西国際空港タクシー運営協議会会計監査 

１１月２９日  関西国際空港タクシー運営協議会理事会 

及び定時総会 

令和６年 ２月１５日 大阪・関西万博 大型荷物持ち込み対策検 

討会  

令和６年 ４月１５日 道路利用者会議定時総会 

 



９．人事共済制度の実施 

   廃止及び死亡者に対する給付金は次の通りです。 

 （１）一般廃止餞別金の給付 

          給付者総数        １０１人 

          給付金総額  ２１,４９６,２００円 

 （２）譲渡廃止餞別金の給付 

          給付者総数         ７６人 

          給付金総額  １６,３１４,７００円 

 （３）弔慰金制度の給付 

          給付者総数         １５人 

          給付金総額   ６,４３７,８００円 

 

１０．国民年金基金の加入促進 

    昨今の物価の上昇と国民の高齢化による年金額の削減により国民年金 

だけでは老後は安心できるものではありません。老後の安定のためにも 

加入をお勧めしました。 

６０歳以下または平成２５年４月からは６０歳以上６５歳未満の国民 

年金加入者であればどなたでも加入できます。なお、新規参入者を対象

とした説明会において制度の説明をし、若年層の加入を促進しました。 

Ⅲ．申請代行業務事業 

 

申請の代行は、次の通りです。 

１．許可更新の調査業務の代行 

          令和５年 ８月末               ２７１件 

                  １２月末                  ２７６件 

          令和６年 ４月末               ３００件 

                合 計               ８４７件 

                        

２．許認可諸届出書類・申請書の取りまとめ提出 

         運賃認可申請及び届出書                  ４５９件 

 その他申請書及び届出書               ５,１２９件  

 

 



Ⅳ．指導講習事業 

 

経営者学校の運営 

   事業者の減少が続く中、個人タクシー制度を維持するためには、譲渡譲 

受認可率 100％を目指さなければなりません。そのために、近畿個人タクシ 

ー経営者学校としてさらなる合格率の向上を目指し、行政との交流を図る 

とともに試験対策を講じました。また、講習内容改善の打合せを随時行い 

教育内容の充実を図りました。 

 

１．譲渡譲受講習会 

（１）第１０２回譲渡譲受講習会 

開 催 日  令和５年５月１５日より１４回    

開催場所  全大阪個人タクシー協同組合  

受 講 者   １９人（合格者１９名） 

（２）第１０３回譲渡譲受講習会 

開 催 日  令和５年８月２日より２２回（A 日程） 

      令和５年８月３日より２２回（B 日程） 

開催場所  全大阪個人タクシー協同組合  

受 講 者   ７０人（合格者５９名） 

（３）第１０４回譲渡譲受講習会 

      開 催 日  令和６年１月１１日より１４回 

      開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

      受 講 者  ２２人（合格者２２名） 

２．予備講習会 

（１）第４０回予備講習会 

  開 催 日  令和４年７月７日より６回   

開催場所  全大阪個人タクシー協同組合 

    受 講 者   ９人 

（２）第４１回予備講習会  

    受講希望者が開講人数に達しなかったため中止 

（３）第４２回予備講習会 

    受講希望者が開講人数に達しなかったため中止 


